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消防嘱託員制度要綱 新旧対照表 
改正後（新） 現 行 備考欄 

消防嘱託員制度について 

 

１ 導入の経過 

消防団員の減少による団活動の確保及び団員の勤務形態の多様化

により、出動消防団員の確保が危惧される現状への対応等のために、

この制度を設ける。 

 

２ 対象者 

(１) 消防退団者又は消防・防災活動に従事できる者 

(２) 阿南町に居住している者又は町内（地区内）に勤務している者 

(３) 男性は、年齢は３９歳以上６５歳以下の者。女性は、１８歳以

上６５歳以下の者。 

(４) 他の消防団に所属していない者 

 

３ 任 期 

  １年（ただし、再任は妨げない） 

 

４ 定 数 

  阿南町消防団員条例定数の不足団員数とする。 

 

５ 任 命 

  消防団長の推薦により、町長が任命する。団長は、各分団の実態を

把握し、過剰にならないようにする。 

 

６ 活動内容 

 (１) 一般嘱託員 

ア それぞれの能力やメリットを活かし、以下の特定の活動から対

応可能な活動を選択することができ、その内容は本団及び分団

に登録される。なお、登録された活動が必ずしも従事する活動

として限られるものではない。（※登録はあくまでも当人と団

との業務に対する意識を共有する手段である。） 

消防嘱託員制度について 

 

１ 導入の経過 

消防団員の減少による団活動の確保及び団員の勤務形態の多

様化により、出動消防団員の確保が危惧される現状への対応等

のために、この制度を設ける。 

 

２ 対象者 

(１) 消防退団者 

(２) 阿南町に居住し原則として常時町内（地区内）に勤務し

ている者 

(３) 男性は、年齢は３９歳以上５５歳以下の者。女性は、１

８歳以上５５歳以下の者 

 

３ 任 期 

  １年（ただし、再任は妨げない） 

 

４ 定 数 

  ５０名以内 

 

５ 任 命 

  消防団長の推薦により、町長が任命する。団長は、各分団の

実態を把握し、過剰にならないようにする。 

 

６ 出動等 

 (１) 男女共通 
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（ア）訓練を伴う活動 

a 火災防ぎょ活動…消防ポンプを用いた消火活動 

b 車両・維持管理活動…嘱託員独自で月１回程度の車両、 

機械点検等の維持管理・ 

正団員と共同で月１回程度の車両、 

機械点検等の維持管理 

    c 災害時後方支援…救護活動・交通誘導 

    d 風水害への対応…土のう作り・シート張り・チェーン 

ソーの取扱い・避難所での支援 

      e 地震への対応 …救助活動・避難所での支援 

    f 防災講習受講 …指導者養成講習 

        g 救護講習受講 …指導者養成講習 

    h ラッパ吹奏  …辞令交付式・出初式・各種イベント 

  （イ）訓練を伴わない活動 

a 火災防ぎょ活動…残火警戒 

b 車両・維持管理活動…嘱託員独自で月１回程度の車両、 

機械点検等の維持管理・ 

正団員と共同で月１回程度の車両、 

機械点検等の維持管理 

c 災害時後方支援…補食運搬・資機材の運搬・交通誘導 

d 風水害への対応…巡回による避難の呼びかけ 

e 地震への対応  …状況調査・巡回による避難の呼びかけ 

f バイク隊      …巡回・状況調査・物資運搬 

g ドローン隊    …状況調査 

h 予防広報      …SNS・チラシ制作・訓練、式典、災害 

時、イベントでの写真・動画撮影 

        i 防災講習・啓発…住民向け・保育園向け・小中学校防災 

教育・企業向け 

        j 救護指導      …心肺蘇生・AED・止血・その他 

（※資格を持った方による指導） 

    k ラッパ吹奏    …辞令交付式・出初式・各種イベント 

    l 予防査察      …水利点検・水利付近の環境整備・住宅 

訪問 
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  イ 登録した活動内容に応じて、本団主催の各事業については、団

長から分団長を通じて依頼を受けた場合のみ出席する。 

ウ 登録した活動内容に応じて、分団主催の各事業については、分

団長から依頼を受けた場合のみ出席する。 

    

エ その他、団長が必要と認めたとき。 

  オ 基本的に各分団の班に所属し、出動した嘱託員の把握は、各班

長を通じて、各分団長が行う。 

カ 火災や風水害による出動は、原則として、出身分団で発生した

場合とする。 

  キ その他要請があった場合。 

  ク 各分団の実情に応じて、嘱託員独自の班を編成し、嘱託班専用

車両を所有することもできる。 

  ケ 嘱託員独自の班は、班長を置き、出動した嘱託員の把握は、 

    その班長を通じて、各分団長が行う。 

  コ 新入団員については、春季訓練・辞令交付式へ出席できる。 

（２）救護嘱託員 

  ア 嘱託救護班とし、救急救命・補食運搬・啓発活動・初期消火訓

練を行う。 

  イ その活動は、災害時の指揮系統も含めて団長のもと本団付きと

するが各分団主催の訓練活動には、申し入れの上、参加するこ

とができる。 

  ウ 新入団員については、春季訓練・辞令交付式へ出席できる。 

 

７ 報酬等 

（１) 嘱託員の報酬及び費用弁償については下記のとおりとする。 

ア 年額報酬   …年間１０，０００円とする。 

イ 出動報酬 

(火災等災害時)…正団員に準ずるものとし、４時間以上従事 

した場合は、１０，０００円、４時間未満 

従事した場合は５，０００円とする。 

(訓練・行事等)…正団員に準ずるものとし、１回につき 

４，０００円とする。 

 

ア 本団主催の各事業への出席は必要ないものとする。 

 

イ 分団とのポンプ操作訓練等（水出し訓練）は必ず出席す

る。ただし、分団主催の各事業については、分団長から

依頼を受けた場合のみ出席する。 

  ウ その他、団長が必要と認めたとき。 

  エ 出動した嘱託員の把握は、各分団長が行う。 

 

オ 火災や風水害による出動は、原則として、出身分団で発

生した場合とする。 

  カ その他要請があった場合。 

 

 

 

 

 

（２）女性 

  ア 救護係とし、救急救命・啓発活動・初期消火訓練を行う。 

 

イ 救護講習会と実地訓練の中で救護訓練を実施する場合は 

出席する。 

  

  ウ 新入団員については、春季訓練・辞令交付式へ出席する。 

 

７ 報酬等 

（１）嘱託員の報酬及び費用弁償については下記のとおりとする。 

ア 年報酬として年間、１０，０００円を支払う。 

イ 出動時間 1 時間あたり７２０円（時間単位で、３０分以

上切り上げ）を支払う。 

ウ 休日（年末３日間と年始３日間）、週休日（土・日曜日）、

祝祭日の出動は、時間単価に１３５/１００をかけた金額

を支払う（９７２円）。 
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ウ 出動報酬に含まれる出動は、下記の内容とする。 

ａ 出身分団で発生した火災の出動 

ｂ 本団及び分団と行う訓練 

ｃ 出初式や火災出動で分団の団員が手薄になったときの地区

内の詰所での待機 

ｄ 予防査察や、防火水槽の泥だし等分団事業への協力 

ｅ その他団長が認めたもの 

  エ 出動報酬に含まれない出動は、下記の内容とする。 

ａ 分団で行う慰労会等へ出席した時間 

ｂ 祭事等への協力 

（２）嘱託員には、登録した業務に応じて、作業服、ヘルメット、アポ

ロキャップ、運動靴、安全靴、救護かばん及びワッペンを貸与す

る。貸与品の取り扱いについては、所属する分団で管理・引継ぎ

を行う。なお、嘱託員を辞した時は、貸与品を分団に返還する。 

 

 

（３）補償については、消防団員等公務災害補償条例（阿南町条例昭和

41年 8月 23日条例第 17号）による。 

（４）（削除） 

 

エ 出動手当に含まれる出動は、下記の内容とする。 

ａ 出身分団で発生した火災の出動 

ｂ 分団と行う訓練 

ｃ 出初式や火災出動で分団の団員が手薄になったときの

地区内での待機 

ｄ 予防査察や、防火水槽の泥だし等分団事業への協力 

ｅ その他団長が認めたもの 

  オ 出動手当に含まれない出動は、下記の内容とする。 

ａ 分団で行う慰労会等へ出席した時間 

ｂ 祭事等への協力 

（２）男性嘱託員には、作業服、ヘルメット、安全靴、ワッペン

を貸与する。女性嘱託員には、作業服、ヘルメット、アポ

ロキャップ、運動靴、救護かばん及びワッペンを貸与する。

貸与品の取り扱いについては、所属する分団で管理・引継

ぎを行う。なお、嘱託員を辞した時は、貸与品を分団に返

還する。 

（３）補償については、消防団員等公務災害補償条例（阿南町条

例昭和 41年 8月 23日条例第 17号）による。 

（４）退職報償金は、町からの支給基準により支給する。 
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